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Ｑ 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)

が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際

には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。 

 

Ａ いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えら

れる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に

届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成して

もらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えら

れる。 

その際､居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らか

に要支援者(要介護者)であると思われるときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事

業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え

られる。 

また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の

結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについて

は、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされない

ことがないようにすることが望ましい。 

なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者

に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を

受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。 

 


